
第32回 高等学校就職問題検討会議資料一覧 

 

 

資料１  令和５年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（令和４年10月末現在）

に関する調査について 

 

資料２ 令和５年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始

期日等並びに文書募集開始時期等について（通知） 

 

資料３ 令和６年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始 

期日等並びに文書募集開始時期等について（通知）（案） 

 

資料４  令和６年３月新規高等学校卒業者の就職に関する仕組み（案） 

 

資料５  全国高等学校長協会 意見交換用資料 



令和５年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況 
（令和４年１０月末現在）に関する調査について

＜調査の概要＞ 

○ 本調査は、高校生の就職問題に適切に対処するための参考資料を得るために、来春の高

等学校卒業予定者で就職を希望する者の就職内定状況を１０月末、１２月末、３月末現在

の状況で調査しており、今回は、１０月末現在で取りまとめたものである。

○ 本調査は昭和５１年度から実施しており、調査方法は、国立については該当国立大学法

人、公立については各都道府県教育委員会、私立については各都道府県知事部局を通じて

行った悉皆調査である。

○ 厚生労働省も高校生の就職内定状況について類似の調査を行っているが、これは学校又

は公共職業安定所の紹介を希望する者のみを調査対象としている。一方、本調査は、学校

等の紹介を希望しない自営業者や公務員などを含め、就職を希望する者全員を対象として

いることから、母集団が大きくなっている。

＜調査内容＞ 

１．調査対象  国立、公立、私立の高等学校及び中等教育学校（全日制・定時制） 

２．調査項目  学科別（国立、公立、私立の別）の就職内定状況 

 都道府県別（県内・県外別）の就職内定状況 

＜結果の概要＞ 

１．就職希望者数・就職内定者数等 

卒業予定者 ９７２，３１６人（前年同月 １，００１，１１１人） 

就職希望者    １３８，２０１人（前年同月   １４８，７６１人）

うち就職内定者 １０５，１７９人（前年同月  １１１，７８８人） 

うち未内定者   ３３，０２２人（前年同月    ３６，９７３人）

２．就職内定率（就職希望者に対する就職内定者の割合） 

７６．１％（前年同月比 １．０ポイント増） 

○男女別

男子 ７７．０％（前年同月比０．７ポイント増） 

  女子 ７４．６％（前年同月比１．４ポイント増） 

○学科別（就職内定率が高い順）

「工業」87.8%、「看護」83.5%、「商業」81.3%、「水産」79.0%、

「福祉」78.6%、「家庭」78.6%、「農業」77.0%、「情報」75.4%、 

「総合学科」73.7%、「普通」63.2% 

※「その他」の学科は除く。

※「看護」に関する学科は看護師５年一貫課程が主となるため、５年課程５年次の就職内定率を示している。 

○都道府県別

就職内定率の高い県：富山県   88.6%、愛知県 88.2%、三重県 87.6%、 

佐賀県   85.2%、岐阜県 84.2%、福井県 84.2% 

就職内定率の低い県：沖縄県  47.2%、北海道 59.8%、高知県 62.4%、 

神奈川県 62.7%、千葉県 66.6%、東京都 66.6% 
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３文科初第 2103 号  

職 発 0 2 1 7 第 ４ 号  

開 発 0 2 1 7 第 ２ 号  

                    令和４年２月 17 日  

 

各都道府県教育委員会教育長 殿  

各 都 道 府 県 知 事 殿  

 

 

文部科学省初等中等教育局長 

伯 井 美 徳 

（公 印 省 略） 

 

 厚生労働省職業安定局 長  

                                           田 中 誠 二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官  

                                           小 林 洋 司 

（公 印 省 略） 

 

 

令和５年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び 

選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について（通知） 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに

文書募集開始時期等の遵守については、学校教育の充実を図り、職業紹介を

円滑に実施する観点から、これまでも御尽力いただいているところでありま

す。令和５年３月の新規中学校・高等学校卒業者については、全国高等学校

長協会、主要経済団体（一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所

及び全国中小企業団体中央会）、文部科学省及び厚生労働省において検討を

行った結果を踏まえ、下記によることとしました。 

 ついては、就職希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、

求人秩序の確立を図り、併せて適正な推薦・選考が行われるよう、引き続き

特段の御尽力をお願いします。 

 また、新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能

力に基づいた基準によりこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と

全日制課程の卒業者との間の差別的取扱いや同和問題等に係る差別的取扱
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写
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いが行われないよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）の趣旨に沿った採用活動

が行われるとともに、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いし

ます。 

 さらに、採用内定取消しの防止等を図るため、職業安定法施行規則（昭和

22 年労働省令第 12 号）等に基づく事前通知制度や事業所名公表制度、青少

年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、

職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針（平成 27 年

厚生労働省告示第 406 号）の一層の周知、学校と公共職業安定所（以下「安

定所」という。）の十分な連携等により、採用内定取消し事案を的確に把握

するため、特段の御協力をお願いします。 

なお、主要な関係機関に対しては、別添１から別添３までのとおり協力方

依頼をしましたので、御了知願います。 

 

記 

 

第１ 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦、選考等の開始期日等 

 １ 推薦、選考及び採用内定の開始期日 

  (１) 新規中学校卒業者（新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の

前期課程修了者を含む。以下同じ。）の推薦及び選考の開始期日につ

いては、令和５年１月１日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない

事情があるときは、次の地域に限り、令和４年 12 月１日から行って

も差し支えないこと。 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、長野県（飯山公共職業安定所管内の

地域に限る｡）及び島根県（松江公共職業安定所隠岐の島出張所管

内の地域に限る。） 

 

  (２) 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）

の推薦の開始期日については、推薦文書の到達が令和４年９月５日

（沖縄県については、令和４年８月 30 日）以降となるようにするこ

と。 

 

  (３) 新規高等学校卒業者の選考の開始期日については、令和４年９月

16 日以降とすること。 

 

  (４) 採用内定の開始期日については、従前と同様、選考の開始期日と

同日以降とすること。 



          

 

 ２ 求人申込みの手続等 

  (１) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 27 条又は第 33 条の２の

規定に基づき、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等

学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）に求人申込みを行う場合にお

いては、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円

滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする

事業所は、当該事業所を管轄する安定所に求人申込書を提出して、選

考期日、求人内容等について適正であることの安定所の受理・確認（求

人票への受理・確認印の押印）を受けた後、当該求人票により高等学

校に求人申込みを行わなければならないこととすること。 

したがって、この手続によらない求人申込みのあった場合には、高

等学校は、生徒の推薦を行わず、安定所の受理・確認印の押印のある

求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。 

（※）民間職業紹介事業者を活用する場合は、この限りでない。 

 

  (２) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確

な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。 

   ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

     (ｱ) 安定所における求人申込みの受理は、令和４年６月１日から

開始するものとすること。 

     (ｲ) 安定所の他安定所への求人連絡は、令和４年７月１日から開

始するものとすること。 

   イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

     (ｱ) 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の

受付は、令和４年６月１日から開始するものとすること。 

     (ｲ) 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、令和４年

７月１日から開始するものとすること。 

     (ｳ) 学校における求人申込みの受理は、令和４年７月１日から開

始するものとすること。 

      また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、令和

４年７月１日から行うものとすること。 

 

  (３) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所におい

て確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行

うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行

った日以降についても行うことができるものとすること。 

 

 



          

 

 ３ 就業の開始期日 

(１) 新規中学校卒業者の就業（実習、研修等を含む。）の開始期日は、

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 56 条第１項の規定により令

和５年４月１日以降とすること。 

 

(２) 新規高等学校卒業者の就業の開始期日については、卒業後とする

よう事業所を指導すること。 

 

 ４ 選考の通知 

   未内定者に対する職業指導を早期に実施するため、事業所に対し、選

考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限り速

やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知するよう協力を

求めること。 

 

 ５ 都道府県高等学校就職問題検討会議の開催 

 平成 14 年度から開催している都道府県高等学校就職問題検討会議

（以下「検討会議」という。）については、都道府県教育委員会と都道府

県労働局が共同で、次により開催し、運営すること。 

  （１）検討会議は、安定所、都道府県私立学校主管部局・雇用対策主管

部局、学校側代表及び産業界側代表等の参加を求め、次の事項につ

いて連絡又は検討、協議等を行うこと。 

   ア 求人受理、紹介及び選考の開始期日等全国統一して実施すべき事

項についての説明又は確認 

   イ 各都道府県の状況等を踏まえた新規高等学校卒業者の応募・推薦

方法の在り方についての関係者の申合せ又は確認事項等の協議 

   ウ 均等な応募・選考の機会の確保のための関係者の申合せ又は確認

事項等の協議 

   エ 生徒に対する効果的な職業指導等を行うための検討 

   オ 関係業務の効果的な実施等新規高等学校卒業者に係る円滑な労

働力の需給調整を図るための方策及び当該方策を実施するに当た

っての関係者の連携協力事項の検討及び協議 

   カ その他必要な情報の提供、地域の実情に応じた連絡、検討、協議

等 

 

  （２）上記（１）の検討、協議等に当たっては、令和２年２月 10 日に取

りまとめられた「高等学校就職問題検討会議ワーキングチーム報告」

等を踏まえ、各地域や学校の特性等に応じた学校による就職あっせ

んの在り方や、民間職業紹介事業者による就職あっせんの在り方に



          

 

ついて検討、協議等を行うこと。また、見直しを行う場合には、生徒

の主体性を尊重しつつ、生徒がしっかりと学業に専念できる環境を

整えることを念頭に行うとともに、当該見直しに係る生徒、学校、企

業等への影響にも配慮し、経過措置を設けるなど丁寧な対応を行う

よう留意すること。 

なお、民間職業紹介事業者が参入する場合には、当該事業者に対

し、学校との連携や、推薦、選考等の開始期日等の遵守、全国高等学

校統一応募書類の使用について徹底すること。 

 

  (３) 検討会議で協議された申合せ、確認事項等は、報道機関に発表す

る等適切な方法で幅広く速やかに公表するものとすること。 

     また、検討会議の議事については、原則として公開するものとし、

都道府県教育委員会は、当該議事録の作成、保管等を行い、事務所内

に備え付ける等閲覧希望者が閲覧できるよう必要な措置を講ずるも

のとすること。 

 

 ６ 関係部局間の連携及び関係部局による是正指導の強化 

  (１) 都道府県教育委員会及び私立学校主管部局は、都道府県雇用対策

主管部局、学校、都道府県労働局及び安定所との連携を密にし、上記

５により確認又は申合せをした内容の完全実施等職業紹介の適正な

実施に努めること。 

    また、求人者に対しては、高等学校教育の正常化及び生徒の適正な

職業選択の確保のため、推薦、選考等の開始期日等を厳守し、求人秩

序の確立及び生徒の応募機会の確保を図ることについて協力を求め

ること。 

 

  (２) 申合せをした期日より早期に推薦又は選考を行おうとするなど、

秩序を乱すと認められる事業所又は学校に対しては、厳に自粛を促す

こと。 

 

 ７ 生徒や学校の個々の事情に配慮した応募前職場見学及び採用選考活

動等について 

    応募前職場見学及び採用選考活動等の実施に当たっては、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、オンラインの活用に際して過度

な負担が生じないようにするとともに、生徒や学校の個々の事情への配

慮等について事業所へ協力を求めること。 

 

 



          

 

第２ 新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

 １ 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

   新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和４年７

月１日以降とすること。 

   なお、文書募集を行う場合は、次の条件によることとすること。 

(１) 安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記

載内容と異なるものでないこと。 

 

(２) 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の

求人番号を掲載すること。 

 

  (３) 応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。 

    求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、推薦、

選考等の開始期日については、上記第１の１(２)から(４)までの取扱

いと同様とすること。 

 

 ２ 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。 

 

第３ 報告 

  各都道府県における早期に推薦、選考等を行った事業所及び学校の名称

並びにこれらに対して指導した内容について、令和４年 10 月 31 日までに、

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長宛て報告すること。 



 

 

３ 文 科 初 第 21 0 3 号 

職 発 0 2 1 7 第 ５ 号 

開 発 0 2 1 7 第 ３ 号 

                    令 和 ４ 年 ２ 月 17 日 

 

主要経済関係団体代表者 殿 

             

 

文部科学省初等中等教育局長 

伯 井 美 徳 

   （公 印 省 略） 

 

 厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 長 

                                           田  中  誠  二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官 

                                           小 林 洋 司 

（公 印 省 略） 

 

 

令和５年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び 

選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について（通知） 

 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 さて、新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、

貴団体を始め各経営者団体等の御協力により、令和３年度においても適切な

取扱いが図られました。 

文部科学省及び厚生労働省においては、今後も、学校教育を充実し、就職

希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を

図るため、令和４年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願いする次

第であります。 

ついては、貴団体においても、下記の事項に御留意の上、選考開始期日等

及び文書募集開始時期等の遵守について、会員事業所への周知徹底が図られ

るよう格別の御配慮をお願いします。 

 また、新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能

力に基づいた基準によりこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と

全日制課程の卒業者との間の差別的取扱いや同和問題等に係る差別的取扱
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いが行われないよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）の趣旨に沿った採用活動

を行うとともに、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いします。 

さらに、新規中学校・高等学校卒業者に対する事業主の一方的な都合によ

る採用内定取消し及び入職時期の繰下げは、決してあってはならない重大な

問題です。このため、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事

業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処す

るための指針（平成 27 年厚生労働省告示第 406 号）に沿った適正な募集・

採用等が行われますよう、併せて御配慮をお願いします。 

なお、新規大学等卒業者に係る採用選考が新規中学校卒業者（新規義務教

育学校卒業者及び中等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。）及び

新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）に係る

採用選考よりも早期に行われているところですが、それにより、新規中学校・

高等学校卒業者の就職機会に影響が及ばないよう配慮をお願いします。 

新規学卒者を巡る就職環境については、令和４年３月高等学校卒業予定者

の就職内定率（令和３年 10 月末現在。文部科学省調査）は 75.1％となって

おりますが、昨年度に引き続き、一部の業種の求人が減少しているほか、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、採用選考活動に遅れがみ

られているなど注視が必要な状況にあります。仮に就職未決定のまま卒業を

迎える者が多数に上るとすれば、本人にとって若年期に就業を通じた知識・

技能の蓄積が図れず、将来のキャリア形成の支障となるとともに、我が国の

産業や社会を支える人材の育成が図られないなど深刻な問題を引き起こし

かねません。将来にわたる日本経済の競争力・生産性の向上を図るため、こ

うした取組に御理解いただき、令和５年３月の新規中学校・高等学校卒業予

定者のための就職機会の確保に向けた努力をお願いします。 

 

 

記 

 

 

第１ 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦、選考等の開始期日等 

 １ 推薦、選考及び採用内定の開始期日 

  (１) 新規中学校卒業者の推薦及び選考の開始期日については、令和５

年１月１日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない事情があるとき

は、次の地域に限り、令和４年 12 月１日から行っても差し支えない

こと。 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、長野県（飯山公共職業安定所管内の

地域に限る｡）及び島根県（松江公共職業安定所隠岐の島出張所管内

の地域に限る。） 



 

 

 

  (２) 新規高等学校卒業者の推薦の開始期日については、推薦文書の到

達が令和４年９月５日（沖縄県については、令和４年８月 30 日）以降

となるようにすること。 

 

  (３) 新規高等学校卒業者の選考の開始期日については、令和４年９月

16 日以降とすること。 

 

  (４) 採用内定の開始期日については、従前と同様、選考の開始期日と

同日以降とすること。 

 

 ２ 求人申込みの手続等 

  (１) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 27 条又は第 33 条の２の

規定に基づき、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等

学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）に求人申込みを行う場合にお

いては、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円

滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする

事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所（以下「安定所」と

いう。）に求人申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正

であることの安定所の受理・確認（求人票への受理・確認印の押印）

を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければ

ならないこととすること。 

    したがって、この手続によらない求人申込みのあった場合には、高

等学校は、生徒の推薦を行わず、安定所の受理・確認印の押印のある

求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。 

（※）民間職業紹介事業者を活用する場合は、この限りでない。 

 

  (２) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確

な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。 

   ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理は、令和４年６月１日から開

始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所の他安定所への求人連絡は、令和４年７月１日から開始

するものとすること。 

   イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の

受付は、令和４年６月１日から開始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、令和４年７

月１日から開始するものとすること。 

 



 

 

    (ｳ) 学校における求人申込みの受理は、令和４年７月１日から開始

するものとすること。 

      また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、令和

４年７月１日からに行うものとすること。 

 

  (３) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所におい

て確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行

うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行

った日以降についても行うことができるものとすること。 

 

 ３ 就業の開始期日 

(１) 新規中学校卒業者の就業（実習、研修等を含む。）の開始期日は、

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 56 条第１項の規定により令

和５年４月１日以降とすること。 

 

(２) 新規高等学校卒業者の就業の開始期日については、卒業後とする

よう事業所を指導すること。 

 

 ４ 選考の通知 

   選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限

り速やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知すること。 

 

 ５ 民間職業紹介事業者による就職あっせんについては、都道府県高等学

校就職問題検討会議（都道府県教育委員会と都道府県労働局が共同で開

催）における申合せ事項を遵守すること。また、民間職業紹介事業者を

活用して求人の申込みをする場合、公共職業安定所を活用する場合と同

様に推薦、選考等の開始期日等の遵守、全国高等学校統一応募書類の使

用を徹底すること。 

 

 ６ 生徒や学校の個々の事情に配慮した応募前職場見学及び採用選考活

動等について 

   応募前職場見学（※）及び採用選考活動等の実施に当たっては、新型

コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、オンラインの活用に際し

て過度な負担が生じないようにするとともに、生徒や学校の個々の事情

に配慮すること。  

  （※）なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深

めるために行うものであり、採用選考の場とならないよう十分留意

すること。 

 



 

 

第２ 新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

 １ 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

   新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和４年７

月１日以降とすること。 

   なお、文書募集を行う場合は、次の条件によることとすること。 

(１)安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載

内容と異なるものでないこと。 

 

(２)広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求

人番号を掲載すること。 

 

  (３)応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。 

    また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、

推薦、選考等の開始期日については、上記第１の１(２)から(４)まで

の取扱いと同様とすること。 

 

 ２ 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。 

 

 

 



 

 

  ３ 文 科 初 第 21 0 3 号 

職 発 0 2 1 7 第 ６ 号 

開 発 0 2 1 7 第 ４ 号 

                    令 和 ４ 年 ２ 月 17 日 

 

任用を担当する国の機関、独立行政法人及び特殊法人等の長  殿  

                      

文部科学省初等中等教育局長 

伯 井 美 徳  

（公 印 省 略） 

 

厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 長 

田 中 誠 二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官 

                                        小 林 洋 司 

（公 印 省 略） 

 

 

令和５年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び 

選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について（通知） 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 さて、新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、

貴機関を始め各経営者団体等の御協力により、令和３年度においても適切な

取扱いが図られました。 

文部科学省及び厚生労働省においては、今後も、学校教育を充実し、就職

希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を

図るため、令和４年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願いする次

第であります。 

ついては、貴機関においても、下記の事項に御留意の上、選考開始期日等

及び文書募集開始時期等の遵守について、御協力を賜るようお願いします。 

 新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能力に基

づいた基準によりこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制

課程の卒業者との間の差別的取扱いや同和問題等に係る差別的取扱いが行

われないよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）の趣旨に沿った採用活動を行う

とともに、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いします。 
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記 

 

第１ 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦、選考等の開始期日等 

 １ 推薦、選考及び採用内定の開始期日 

  (１) 新規中学校卒業者（新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の

前期課程修了者を含む。以下同じ。）の推薦及び選考の開始期日につ

いては、令和５年１月１日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない

事情があるときは、次の地域に限り、令和４年 12 月１日から行って

も差し支えないこと。 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、長野県（飯山公共職業安定所管内の

地域に限る｡）及び島根県（松江公共職業安定所隠岐の島出張所管

内の地域に限る。） 

 

  (２) 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）

の推薦の開始期日については、推薦文書の到達が令和４年９月５日

（沖縄県については、令和４年８月 30 日）以降となるようにするこ

と。 

 

  (３) 新規高等学校卒業者の選考の開始期日については、令和４年９月

16 日以降とすること。 

 

  (４) 採用内定の開始期日については、従前と同様、選考の開始期日と

同日以降とすること。 

 

 ２ 求人申込みの手続等 

  (１) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 27 条又は第 33 条の２の

規定に基づき、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等

学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）に求人申込みを行う場合にお

いては、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円

滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする

事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所（以下「安定所」と

いう。）に求人申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正

であることの安定所の受理・確認（求人票への受理・確認印の押印）

を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければ

ならないこととすること。 

    したがって、この手続によらない求人申込みのあった場合には、高

等学校は、生徒の推薦を行わず、安定所の受理・確認印の押印のある

求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。 



 

 

  (２) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確

な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。 

   ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理は、令和４年６月１日から開

始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所の他安定所への求人連絡は、令和４年７月１日から開始

するものとすること。 

   イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の

受付は、令和４年６月１日から開始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、令和４年７

月１日から開始するものとすること。 

    (ｳ) 学校における求人申込みの受理は、令和４年７月１日から開始

するものとすること。 

      また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、令和

４年７月１日から行うものとすること。 

 

  (３) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所におい

て確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行

うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行

った日以降についても行うことができるものとすること。 

 

 ３ 就業の開始期日 

(１) 新規中学校卒業者の就業（実習、研修等を含む。）の開始期日は、

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 56 条第１項の規定により令

和５年４月１日以降とすること。 

 

(２) 新規高等学校卒業者の就業の開始期日については、卒業後とする

よう事業所を指導すること。 

 

 ４ 選考の通知 

   選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限

り速やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知すること。 

 

第２ 新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

 １ 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

   新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和４年７

月１日以降とすること。 

   なお、文書募集を行う場合は、次の条件によることとすること。 



 

 

(１) 安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記

載内容と異なるものでないこと。 

 

(２) 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の

求人番号を掲載すること。 

 

  (３) 応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。 

    また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、

推薦、選考等の開始期日については、上記第１の１(２)から(４)まで

の取扱いと同様とすること。 

 

 ２ 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。 

 



 

 

職 発 0 2 1 7  第 ７ 号 

開 発 0 2 1 7  第 ５ 号 

                    令 和 ４ 年 ２ 月 １ ７ 日 

 

主要就職情報出版企業団体等代表者 殿 

                   

 

                 厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 長 

                                             田 中 誠 二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官  

                                          小 林 洋 司 

（公 印 省 略） 

  

 

新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱いについて(依頼) 

 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 さて、令和５年３月新規中学校・高等学校卒業者については、全国高等学

校長協会、主要経済団体（一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議

所及び全国中小企業団体中央会）、文部科学省及び厚生労働省において検討

を行った結果を踏まえ、学校教育に与える影響なども考慮し、下記のとおり

とすることとしましたので、貴団体においても御留意の上、これらの取扱い

に格別の御配慮をお願いするとともに、貴団体傘下の会員企業等に対する周

知についても、併せてお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

１ 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。）を対象とする文

書募集の開始時期は、令和４年７月１日以降とすること。なお、文書募集

を行う場合は、次の条件によることとすること。 

（１）公共職業安定所（以下「安定所」という。）において確認を受けた求人

であって、当該求人の求人票記載内容と異なるものでないこと。 
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（２）広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求人

番号を掲載すること。 

 

（３）応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。また、求人者が文

書募集による応募者を受け付ける場合の推薦開始期日及び採用選考期

日については、次のとおりとすること。 

 

・推薦開始期日については、推薦文書の到達が令和４年９月５日（沖

縄県については令和４年８月 30 日）以降となるようにすること。 

・選考開始期日については、令和４年９月 16 日以降とすること。 

 

２ 新規中学校卒業者（新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の前期課

程修了者を含む。）を対象とする文書募集は行わないこと。 



（案） 

 文 科 初 第   号  

職 発   第  号  

開 発   第  号  

                    令 和  年  月  日  

 

各都道府県教育委員会教育長 殿  

各 都 道 府 県 知 事 殿  

 

 

文部科学省初等中等教育局長 

藤 原 章 夫  

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省職業安定局 長  

田 中 誠 二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官  

                                        奈 尾 基 弘 

（公 印 省 略） 

 

 

令和６年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び 

選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について（通知） 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに

文書募集開始時期等の遵守については、学校教育の充実を図り、職業紹介を

円滑に実施する観点から、これまでも御尽力いただいているところでありま

す。令和６年３月の新規中学校・高等学校卒業者については、全国高等学校

長協会、主要経済団体（一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所

及び全国中小企業団体中央会）、文部科学省及び厚生労働省において検討を

行った結果を踏まえ、下記によることとしました。 

 ついては、就職希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、

求人秩序の確立を図り、併せて適正な推薦・選考が行われるよう、引き続き

特段の御尽力をお願いします。 

 また、新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能

力に基づいた基準による公正な採用選考の確立を図るとともに、定時制課程

及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的取扱いが行

われないよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
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等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）の趣旨に沿った採用活動が行わ

れるとともに、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いします。 

 さらに、採用内定取消しの防止等を図るため、職業安定法施行規則（昭和

22 年労働省令第 12 号）等に基づく事前通知制度や事業所名公表制度、青少

年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、

職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針（平成 27 年

厚生労働省告示第 406 号）の一層の周知、学校と公共職業安定所（以下「安

定所」という。）の十分な連携等により、採用内定取消し事案を的確に把握

するため、特段の御協力をお願いします。 

なお、主要な関係機関に対しては、別添１から別添３までのとおり協力方

依頼をしましたので、御了知願います。 

 

記 

 

第１ 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦、選考等の開始期日等 

 １ 推薦、選考及び採用内定の開始期日 

  (１) 新規中学校卒業者（新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の

前期課程修了者を含む。以下同じ。）の推薦及び選考の開始期日につ

いては、令和６年１月１日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない

事情があるときは、次の地域に限り、令和５年 12 月１日から行って

も差し支えないこと。 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、長野県（飯山公共職業安定所管内の

地域に限る｡）及び島根県（松江公共職業安定所隠岐の島出張所管

内の地域に限る。） 

 

  (２) 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）

の推薦の開始期日については、推薦文書の到達が令和５年９月５日

（沖縄県については、令和５年８月 30 日）以降となるようにするこ

と。 

 

  (３) 新規高等学校卒業者の選考の開始期日については、令和５年９月

16 日以降とすること。 

 

  (４) 採用内定の開始期日については、従前と同様、選考の開始期日と

同日以降とすること。 

 ２ 求人申込みの手続等 

  (１) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 27 条又は第 33 条の２の
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規定に基づき、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等

学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）に求人申込みを行う場合にお

いては、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円

滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする

事業所は、当該事業所を管轄する安定所に求人申込書を提出して、選

考期日、求人内容等について適正であることの安定所の受理・確認（求

人票への受理・確認印の押印）を受けた後、当該求人票により高等学

校に求人申込みを行わなければならないこととすること。 

したがって、この手続によらない求人申込みのあった場合には、高

等学校は、生徒の推薦を行わず、安定所の受理・確認印の押印のある

求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。 

（※）民間職業紹介事業者を活用する場合は、この限りでない。 

 

  (２) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確

な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。 

   ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

     (ｱ) 安定所における求人申込みの受理は、令和５年６月１日から

開始するものとすること。 

     (ｲ) 安定所の他安定所への求人連絡は、令和５年７月１日から開

始するものとすること。 

   イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

     (ｱ) 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の

受付は、令和５年６月１日から開始するものとすること。 

     (ｲ) 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、令和５年

７月１日から開始するものとすること。 

     (ｳ) 学校における求人申込みの受理は、令和５年７月１日から開

始するものとすること。 

      また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、令和

５年７月１日から行うものとすること。 

 

  (３) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所におい

て確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行

うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行

った日以降についても行うことができるものとすること。 

 

 

 ３ 就業の開始期日 

(１) 新規中学校卒業者の就業（実習、研修等を含む。）の開始期日は、
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労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 56 条第１項の規定により令

和６年４月１日以降とすること。 

 

(２) 新規高等学校卒業者の就業の開始期日については、卒業後とする

よう事業所を指導すること。 

 

 ４ 選考の通知 

   未内定者に対する職業指導を早期に実施するため、事業所に対し、選

考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限り速

やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知するよう協力を

求めること。 

 

 ５ 都道府県高等学校就職問題検討会議の開催 

 平成 14 年度から開催している都道府県高等学校就職問題検討会議

（以下「検討会議」という。）については、都道府県教育委員会と都道府

県労働局が共同で、次により開催し、運営すること。 

  （１）検討会議は、安定所、都道府県私立学校主管部局・雇用対策主管

部局、学校側代表及び産業界側代表等の参加を求め、次の事項につ

いて連絡又は検討、協議等を行うこと。 

   ア 求人受理、紹介及び選考の開始期日等全国統一して実施すべき事

項についての説明又は確認 

   イ 各都道府県の状況等を踏まえた新規高等学校卒業者の応募・推薦

方法の在り方についての関係者の申合せ又は確認事項等の協議 

   ウ 均等な応募・選考の機会の確保のための関係者の申合せ又は確認

事項等の協議 

   エ 生徒に対する効果的な職業指導等を行うための検討 

   オ 関係業務の効果的な実施等新規高等学校卒業者に係る円滑な労

働力の需給調整を図るための方策及び当該方策を実施するに当た

っての関係者の連携協力事項の検討及び協議 

   カ その他必要な情報の提供、地域の実情に応じた連絡、検討、協議

等 

 

  （２）上記（１）の検討、協議等に当たっては、令和２年２月 10 日に取

りまとめられた「高等学校就職問題検討会議ワーキングチーム報告」

等を踏まえ、各地域や学校の特性等に応じた学校による就職あっせ

んの在り方や、民間職業紹介事業者による就職あっせんの在り方に

ついて検討、協議等を行うこと。また、見直しを行う場合には、生徒

の主体性を尊重しつつ、生徒がしっかりと学業に専念できる環境を
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整えることを念頭に行うとともに、当該見直しに係る生徒、学校、企

業等への影響にも配慮し、経過措置を設けるなど丁寧な対応を行う

よう留意すること。 

なお、民間職業紹介事業者が参入する場合には、当該事業者に対

し、学校との連携や、推薦、選考等の開始期日等の遵守、全国高等学

校統一応募書類の使用について徹底すること。 

 

  (３) 検討会議で協議された申合せ、確認事項等は、報道機関に発表す

る等適切な方法で幅広く速やかに公表するものとすること。 

     また、検討会議の議事については、原則として公開するものとし、

都道府県教育委員会は、当該議事録の作成、保管等を行い、事務所内

に備え付ける等閲覧希望者が閲覧できるよう必要な措置を講ずるも

のとすること。 

 

 ６ 関係部局間の連携及び関係部局による是正指導 

  (１) 都道府県教育委員会及び私立学校主管部局は、都道府県雇用対策

主管部局、学校、都道府県労働局及び安定所との連携を密にし、上記

５により確認又は申合せをした内容の完全実施等職業紹介の適正な

実施に努めること。 

    また、求人者に対しては、高等学校教育の正常化及び生徒の適正な

職業選択の確保のため、推薦、選考等の開始期日等を厳守し、求人秩

序の確立及び生徒の応募機会の確保を図ることについて協力を求め

ること。 

 

  (２) 申合せをした期日より早期に推薦又は選考を行おうとするなど、

秩序を乱すと認められる事業所又は学校に対しては、厳に自粛を促す

こと。 

 

 ７ 生徒や学校の個々の事情に配慮した応募前職場見学及び採用選考活

動等について 

    応募前職場見学及び採用選考活動等の実施に当たっては、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、オンラインの活用に際して過度

な負担が生じないようにするとともに、生徒や学校の個々の事情への配

慮等について事業所へ協力を求めること。 

 

 

第２ 新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

 １ 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 
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   新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和５年７

月１日以降とすること。 

   なお、文書募集を行う場合は、次の条件によることとすること。 

(１) 安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記

載内容と異なるものでないこと。 

 

(２) 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の

求人番号を掲載すること。 

 

  (３) 応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。 

    求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、推薦、

選考等の開始期日については、上記第１の１(２)から(４)までの取扱

いと同様とすること。 

 

 ２ 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。 

 

第３ 報告 

  各都道府県における早期に推薦、選考等を行った事業所及び学校の名称

並びにこれらに対して指導した内容について、令和５年 10 月 31 日までに、

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長宛て報告すること。 
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（別添１） 

 文 科 初 第   号  

職 発   第  号  

開 発   第  号  

                    令 和  年  月  日  

 

主要経済関係団体代表者 殿 

             

 

文部科学省初等中等教育局長 

藤 原 章 夫  

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省職業安定局 長  

田 中 誠 二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官  

                                        奈 尾 基 弘 

（公 印 省 略） 

 

 

令和６年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び 

選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について（通知） 

 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 さて、新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、

貴団体を始め各経営者団体等の御協力により、令和４年度においても適切な

取扱いが図られました。 

文部科学省及び厚生労働省においては、今後も、学校教育を充実し、就職

希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を

図るため、令和５年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願いする次

第であります。 

ついては、貴団体においても、下記の事項に御留意の上、選考開始期日等

及び文書募集開始時期等の遵守について、会員事業所への周知徹底が図られ

るよう格別の御配慮をお願いします。 

 また、新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能

力に基づいた基準による公正な採用選考の確立を図るとともに、定時制課程

及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的取扱いが行
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われないよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）の趣旨に沿った採用活動を行う

とともに、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いします。 

さらに、新規中学校・高等学校卒業者に対する事業主の一方的な都合によ

る採用内定取消し及び入職時期の繰下げは、決してあってはならない重大な

問題です。このため、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事

業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処す

るための指針（平成 27 年厚生労働省告示第 406 号）に沿った適正な募集・

採用等が行われますよう、併せて御配慮をお願いします。 

なお、新規大学等卒業者に係る採用選考が新規中学校卒業者（新規義務教

育学校卒業者及び中等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。）及び

新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）に係る

採用選考よりも早期に行われているところですが、それにより、新規中学校・

高等学校卒業者の就職機会に影響が及ばないよう配慮をお願いします。 

新規学卒者を巡る就職環境については、令和５年３月高等学校卒業予定者

の就職内定率（令和４年 10 月末現在。文部科学省調査）は 76.1％と、新型

コロナウイルス感染症の影響は薄まってはいるものの、就職が決まらない生

徒も一定数おります。仮に就職未決定のまま卒業を迎える者が多数に上ると

すれば、本人にとって若年期に就業を通じた知識・技能の蓄積が図れず、将

来のキャリア形成の支障となるとともに、我が国の産業や社会を支える人材

の育成が図られないなど深刻な問題を引き起こしかねません。将来にわたる

日本経済の競争力・生産性の向上を図るため、こうした取組に御理解いただ

き、令和６年３月の新規中学校・高等学校卒業予定者のための就職機会の確

保に向けた努力をお願いします。 

 

 

記 

 

 

第１ 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦、選考等の開始期日等 

 １ 推薦、選考及び採用内定の開始期日 

  (１) 新規中学校卒業者の推薦及び選考の開始期日については、令和６

年１月１日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない事情があるとき

は、次の地域に限り、令和５年 12 月１日から行っても差し支えない

こと。 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、長野県（飯山公共職業安定所管内の

地域に限る｡）及び島根県（松江公共職業安定所隠岐の島出張所管内

の地域に限る。） 
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  (２) 新規高等学校卒業者の推薦の開始期日については、推薦文書の到

達が令和５年９月５日（沖縄県については、令和５年８月 30 日）以降

となるようにすること。 

 

  (３) 新規高等学校卒業者の選考の開始期日については、令和５年９月

16 日以降とすること。 

 

  (４) 採用内定の開始期日については、従前と同様、選考の開始期日と

同日以降とすること。 

 

 ２ 求人申込みの手続等 

  (１) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 27 条又は第 33 条の２の

規定に基づき、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等

学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）に求人申込みを行う場合にお

いては、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円

滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする

事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所（以下「安定所」と

いう。）に求人申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正

であることの安定所の受理・確認（求人票への受理・確認印の押印）

を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければ

ならないこととすること。 

    したがって、この手続によらない求人申込みのあった場合には、高

等学校は、生徒の推薦を行わず、安定所の受理・確認印の押印のある

求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。 

（※）民間職業紹介事業者を活用する場合は、この限りでない。 

 

  (２) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確

な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。 

   ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理は、令和５年６月１日から開

始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所の他安定所への求人連絡は、令和５年７月１日から開始

するものとすること。 

   イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の

受付は、令和５年６月１日から開始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、令和５年７

月１日から開始するものとすること。 

 

    (ｳ) 学校における求人申込みの受理は、令和５年７月１日から開始

9



 

するものとすること。 

      また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、令和

５年７月１日からに行うものとすること。 

 

  (３) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所におい

て確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行

うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行

った日以降についても行うことができるものとすること。 

 

 ３ 就業の開始期日 

(１) 新規中学校卒業者の就業（実習、研修等を含む。）の開始期日は、

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 56 条第１項の規定により令

和６年４月１日以降とすること。 

 

(２) 新規高等学校卒業者の就業の開始期日については、卒業後とする

よう事業所を指導すること。 

 

 ４ 選考の通知 

   選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限

り速やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知すること。 

 

 ５ 民間職業紹介事業者による就職あっせんについては、都道府県高等学

校就職問題検討会議（都道府県教育委員会と都道府県労働局が共同で開

催）における申合せ事項を遵守すること。また、民間職業紹介事業者を

活用して求人の申込みをする場合、公共職業安定所を活用する場合と同

様に推薦、選考等の開始期日等の遵守、全国高等学校統一応募書類の使

用を徹底すること。 

 

 ６ 生徒や学校の個々の事情に配慮した応募前職場見学及び採用選考活

動等について 

   応募前職場見学（※）及び採用選考活動等の実施に当たっては、新型

コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、オンラインの活用に際し

て過度な負担が生じないようにするとともに、生徒や学校の個々の事情

に配慮すること。  

  （※）なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深

めるために行うものであり、採用選考の場とならないよう十分留意

すること。 

 

第２ 新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 
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 １ 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

   新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和５年７

月１日以降とすること。 

   なお、文書募集を行う場合は、次の条件によることとすること。 

(１)安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載

内容と異なるものでないこと。 

 

(２)広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求

人番号を掲載すること。 

 

  (３)応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。 

    また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、

推薦、選考等の開始期日については、上記第１の１(２)から(４)まで

の取扱いと同様とすること。 

 

 ２ 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。 
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（別添２） 

 

   文 科 初 第   号  

職 発   第  号  

開 発   第  号  

                    令 和  年  月  日  

 

任用を担当する国の機関、独立行政法人及び特殊法人等の長  殿  

                     

文部科学省初等中等教育局長 

藤 原 章 夫  

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省職業安定局 長  

田 中 誠 二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官  

                                        奈 尾 基 弘 

（公 印 省 略） 

 

 

令和６年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び 

選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について（通知） 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 さて、新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、

貴機関を始め各経営者団体等の御協力により、令和４年度においても適切な

取扱いが図られました。 

文部科学省及び厚生労働省においては、今後も、学校教育を充実し、就職

希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を

図るため、令和５年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願いする次

第であります。 

ついては、貴機関においても、下記の事項に御留意の上、選考開始期日等

及び文書募集開始時期等の遵守について、御協力を賜るようお願いします。 

 新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能力に基

づいた基準による公正な採用選考の確立を図るとともに、定時制課程及び通

信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的取扱いが行われな

いよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和 47 年法律第 113 号）の趣旨に沿った採用活動を行うととも

に、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いします。 
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記 

 

第１ 新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦、選考等の開始期日等 

 １ 推薦、選考及び採用内定の開始期日 

  (１) 新規中学校卒業者（新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の

前期課程修了者を含む。以下同じ。）の推薦及び選考の開始期日につ

いては、令和６年１月１日以降とし、積雪地の関係からやむを得ない

事情があるときは、次の地域に限り、令和５年 12 月１日から行って

も差し支えないこと。 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、長野県（飯山公共職業安定所管内の

地域に限る｡）及び島根県（松江公共職業安定所隠岐の島出張所管

内の地域に限る。） 

 

  (２) 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）

の推薦の開始期日については、推薦文書の到達が令和５年９月５日

（沖縄県については、令和５年８月 30 日）以降となるようにするこ

と。 

 

  (３) 新規高等学校卒業者の選考の開始期日については、令和５年９月

16 日以降とすること。 

 

  (４) 採用内定の開始期日については、従前と同様、選考の開始期日と

同日以降とすること。 

 

 ２ 求人申込みの手続等 

  (１) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 27 条又は第 33 条の２の

規定に基づき、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等

学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）に求人申込みを行う場合にお

いては、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円

滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする

事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所（以下「安定所」と

いう。）に求人申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正

であることの安定所の受理・確認（求人票への受理・確認印の押印）

を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければ

ならないこととすること。 

    したがって、この手続によらない求人申込みのあった場合には、高

等学校は、生徒の推薦を行わず、安定所の受理・確認印の押印のある

求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。 
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  (２) 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確

な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。 

   ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理は、令和５年６月１日から開

始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所の他安定所への求人連絡は、令和５年７月１日から開始

するものとすること。 

   イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等 

    (ｱ) 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の

受付は、令和５年６月１日から開始するものとすること。 

    (ｲ) 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、令和５年７

月１日から開始するものとすること。 

    (ｳ) 学校における求人申込みの受理は、令和５年７月１日から開始

するものとすること。 

      また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、令和

５年７月１日から行うものとすること。 

 

  (３) 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所におい

て確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行

うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行

った日以降についても行うことができるものとすること。 

 

 ３ 就業の開始期日 

(１) 新規中学校卒業者の就業（実習、研修等を含む。）の開始期日は、

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 56 条第１項の規定により令

和６年４月１日以降とすること。 

 

(２) 新規高等学校卒業者の就業の開始期日については、卒業後とする

よう事業所を指導すること。 

 

 ４ 選考の通知 

   選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限

り速やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知すること。 

 

第２ 新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

 １ 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

   新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和５年７

月１日以降とすること。 

   なお、文書募集を行う場合は、次の条件によることとすること。 
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(１) 安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記

載内容と異なるものでないこと。 

 

(２) 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の

求人番号を掲載すること。 

 

  (３) 応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。 

    また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、

推薦、選考等の開始期日については、上記第１の１(２)から(４)まで

の取扱いと同様とすること。 

 

 ２ 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い 

新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。 
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（別添３） 

 

職 発   第  号  

開 発    第  号 

                    令 和  年  月  日  

 

主要就職情報出版企業団体等代表者 殿 

                   

 

                 厚生労働省職業安定局 長  

                                             田 中 誠 二 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省人材開発統括官  

                                          奈 尾 基 弘 

（公 印 省 略） 

  

 

新規中学校・高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱いについて(依頼) 

 

 

 新規中学校・高等学校卒業者の就職については、種々御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 さて、令和６年３月新規中学校・高等学校卒業者については、全国高等学

校長協会、主要経済団体（一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議

所及び全国中小企業団体中央会）、文部科学省及び厚生労働省において検討

を行った結果を踏まえ、学校教育に与える影響なども考慮し、下記のとおり

とすることとしましたので、貴団体においても御留意の上、これらの取扱い

に格別の御配慮をお願いするとともに、貴団体傘下の会員企業等に対する周

知についても、併せてお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

１ 新規高等学校卒業者（新規中等教育学校卒業者を含む。）を対象とする文

書募集の開始時期は、令和５年７月１日以降とすること。なお、文書募集

を行う場合は、次の条件によることとすること。 

（１）公共職業安定所（以下「安定所」という。）において確認を受けた求人

であって、当該求人の求人票記載内容と異なるものでないこと。 

 

16



 

（２）広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求人

番号を掲載すること。 

 

（３）応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。また、求人者が文

書募集による応募者を受け付ける場合の推薦開始期日及び採用選考期

日については、次のとおりとすること。 

 

・推薦開始期日については、推薦文書の到達が令和５年９月５日（沖

縄県については令和５年８月 30 日）以降となるようにすること。 

・選考開始期日については、令和５年９月 16 日以降とすること。 

 

２ 新規中学校卒業者（新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の前期課

程修了者を含む。）を対象とする文書募集は行わないこと。 
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求人を受理しないこ
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ないか、労働関係法
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薦 

９
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日
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降 

⑧
就
職
試
験 

⑨ 
内
定
通
知 

※
文
書
募
集 

高 等 学 校 
（進路指導担当） 

９ 
月
16 
日
以
降 

９ 
月
16 
日
以
降 

７
月 
１
日
以
降 

④ ⑤ ⑥ 
求 相 受 
人 談 験 
票 ・ 先 
公 指 企 
開 導 業 

• の 
援 決 
助 定 

保護者 ⑤相 談 生 徒 

令和６年３月新規高等学校卒業者の就職に関する仕組み（案） 

 
(６月１日以降) 
①求人票提出 

若者雇用促進法に基づく
職場情報を含む 

 

 
 

【採用選考開始期日等】 

①公共職業安定所による求人申込の受付開始 ・・・・・ ６月 １日 

③学校への求人申込及び学校訪問開始    ・・・・・ ７月 １日 

⑦企業へ生徒の応募書類提出開始      ・・・・・ ９月 ５日 

⑧・⑨選考開始及び内定開始        ・・・・・ ９月１６日 

 

※ 文書募集開始               ・・・・・ ７月 １日 

文書募集による求人手続きについても、通常の手続きと同様に安定所の確認を受ける 

   とともに、応募の受付は学校または安定所を通じて行い、推薦開始期日、採用選考期日 

   についても通常の取扱いと同様とする。 

MELRY
テキスト ボックス
【資料４】



高等学校就職問題検討会議（第 32 回）意見交換用様式 

          氏   名   井 戸 康 文       

                所属団体名 全国高等学校長協会就職対策委員会 

 

【テーマ１】就職活動の現状と翌年度に向けた課題及び早期離職に関する状況

等について 

○就職活動の現状 

  就職希望者数の割合が高校卒業者数の減少と比較して就職希望者数のより

多い割合で年々減少している。 

 少子化のため、大学へ入りやすくなっていることから、高等学校としては

学科にかかわらず大学進学を進めている。保護者からも大学への進学希望を

期待する声が多い。 

○昨今の傾向 

  離職することよりは発展的に様々な経験を積んで自分なりの仕事を見つけ

させることが将来の生活につながっていくよう指導している。高等学校の進

路指導が早期離職を大きな課題とはとらえにくくなっている。 

○翌年度に向けた課題 

  キャリア教育を進めていく際に、官民学が一体となって進めることができ

る体制づくりと中長期的（5年以上先）に就職の在り方を考え、担当者任せに

ならないように継続性と実現可能な組織づくりが課題と思われる。 

【テーマ２】コロナ禍におけるインターンシップの現状と課題 

○インターンシップの現状 

  専門学科高校や総合学科高校では積極的に職場体験や実習を取り入れるこ

とを学校行事として行っているが、我が国の 7 割を占める普通科高校ではイ

ンターンシップの導入が進んでいない。コロナ禍におけるインターンシップ

については、まだ平常どおりの活動に戻っていない。インターンシップが実

施できていない現状である。 

一方、実施しようと計画を試みた学校からは、企業側から感染症を防止す

る点から断られる状況もあったと報告があった。 

○インターンシップを実施する上での課題 

インターンシップは必要だとは思っている教員や生徒は多いが、重要度は

高くないため実施する意欲に欠ける。インターンシップへの興味関心を高め

ることが課題である。学校だけでは意欲を育てることができない。生徒の主

体性を導くことができるように生徒を取り巻く組織が整えることが肝要。 

 また、キャリア教育を教育課程に位置づけて実施する場合、教員への負担

や生徒からの要望、保護者からの期待を鑑みると、インターンシップの価値

を高め、充実感を高める必要がある。 

※ 上記テーマにつき、各学校や企業等における実態や、現在感じていること、

また、ご所属の団体の関係者等の声など、ご自由に記述ください。 
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高等学校就職問題検討会議（第 32 回）意見交換用様式 

        氏   名     並川 直人 

               所属団体名    全国農業高等学校長協会  

 

【テーマ１】就職活動の現状と翌年度に向けた課題及び早期離職に関する状況

等について 

意見交換資料を作成するにあたり、本協会の副理事長、支部長、自校の進路指

導主任から意見聴取を行いました、 

【求人状況】  

・求人倍率が増加している地域が殆どである。求人数が全国平均の３倍、過去

最高になった県もあるが、進学希望者の増加もあり、就職を希望する生徒の人

材不足傾向がある。 

・地元志向が強く県内就職者が多い。地域社会を支える貴重な人材となってい

る。 

・経済活動の再開に伴い、未曽有の売り手市場となっている。 

・飲食関係の求人が復活した。 

・農業関係の求人は相変わらず少なく、親元就農者数を法人就農者数が超えた

との報告もあるが進路先の開拓や農業法人への働きかけが必要である。 

・求人増加に伴い、毎日来校する人事担当への担当、求人票の事務処理にマン

パワーが不足している。 

 

【就職活動の状況】 

・応募前の職場見学の実施率が高くなっているが、地域差もみられる。 

・内定率は各地域とも高い傾向にある。 

・県外就職者が高いので、関係機関と連携して県内企業の PR や魅力発信を強化

し、県内就職を希望する生徒を増やしたい。 

・生徒の希望が地元の大手企業に集中し、多くの企業の需要を満たすことがで

きていない。背景として生徒が地元企業をよく知らないことが挙げられる。年

間で地元企業 30 社に来校してもらいガイダンスを実施しているが、生徒は卒業

生が就職した会社を選ぶ傾向が強い。 

・合格内定後の研修について、授業日に設定してくる企業があり、理由を尋ね

たところ、大学生とともに研修を行いたいという事であった。高校生は授業が

優先となるよう、研修日や期間について配慮が欲しい。 

・求人票の WEB 化や就職試験の CBT 化が進む中、その対策と指導が必要になっ

ている。 

【早期離職について】 

・学校で把握できるのは本人や企業等から退職後に知らされることが多く、全

容は掴みにくい。 

・会社見学を行って入社しても自分がやりたい仕事ではなかった、思っていた
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職場ではなかったとの理由で離職する生徒が一定数いる。 

・離職者の原因として、コミュニケーション不足、人間関係の気まずさや業務

内容のミスマッチ、忍耐力のなさなどがあげられる。 

・保護者向けの企業説明会に入社数年までの新人社員を参加させる企業がある。

入社して成長している姿を見る事ができ、入社後も大切にしてもらえている、

成長が感じられる企業が増えれば離職者は減るのではないかと思う。 

 

【課題解決に向けて】 

・応募前見学には必ず行くように指導を徹底させたい。 

・学校がハローワークと連携し、再就職支援の体制を整備することが必要。 

・企業が求める人材を意識し、研究していくことも大切である。 

・新規高等学校卒業者の就職活動に関わる仕組みやルールなど、根本的な部分

から検討する必要があるのではないか。 

・12 月にハローワークの就職ナビゲータが生徒にクリスマスカードを贈ってく

れ、生徒に手渡す際に、仕事を始めて辛くなった時に、「職場で信用できる先輩」

「家族や友人」「公的な機関（ハローワーク）」の３か所に相談してみようと伝

えてくれている。 

・企業からの要望により、就職した年の６月頃に、企業の人事担当者とその生

徒の特性や性格について話をし、企業で成長するための効果的な声掛けの仕方

などの方法を検討する会議を開催した。企業側の人材育成についての考え方が

よくわかった。 

・学んだ事を活かせる就職先は（数値では掴んでいないが）マッチングがうま

くいき、離職率が少ないように感じている。 

 

【テーマ２】コロナ禍におけるインターンシップの現状と課題 

・インターンシップの実施企業等はコロナ禍前の水準に戻った地域が多い。 

・コロナ対策が進み、インターンシップの受け入れに協力的になった。 

・実施はできたが、コロナ禍前よりは期間が短くなった。 

・看護・医療系、食品系はまだ受け入れ先がほぼないか少ない。 

・介護施設や保育施設でのインターンシップは困難な状態が続いている。 

・日帰りでのインターンシップは再開したが、宿泊を伴う県外でのインターン

シップは中止が続いている。 

・コロナ禍でインターンシップを実施できなかった学年は進路選択の実感がも

ちにくく、進路に対する頑張りもやや弱いように感じる。 

・１社だけでなく複数社のインターンシップが体験できるとよい。 

・これまでは学科に関係する企業を中心に実施してきたが、生徒の進路希望が

多様化してきており、本人の希望等も考慮して柔軟にインターンシップを実施

することが望ましいのではないか。 
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高等学校就職問題検討会議（第 32 回）意見交換用様式 

 氏   名  福田 健昌      

  所属団体名 全国工業高等学校長協会   

 

【テーマ１】就職活動の現状と翌年度に向けた課題及び早期離職に関する状況

等について 

【現状】 

 厚生労働省(令和 4 年 10 月)有効求人倍率は、1.34 倍(昨年度 1.15 倍)、新規

求人倍率は 2.27 倍(2.08 倍)であり、コロナ禍前と比較すると低い数字である。

しかしながら、工業高校への求人は 17.2 倍(15.4 倍)と近年最高の倍率となっ

た。 

【課題と早期離職に関する状況】  

 本協会では、令和 4年 10 月から 11 月に東海地区で離職率調査を行った。 

就職内定率 99.7％、就職後 3 年間を経た現在も勤務を続けている工業高校卒業

生は 68.7％、離職者 14.3％、不明や回答無し 17.4％であった。厚生労働省調査

によれば、全国の調査対象年度の新規高卒者の離職率が 35.9％であることから、

高い定着率であることがわかる。また、この傾向は、全国的である。 

 定着率の要因として考えられるのは丁寧な進路指導やキャリア教育の積み重

ねにより地域の発展に貢献するとともに、産業社会のニーズに応えることにつ

ながっている。企業サイドも早期離職対策として「職場での意思疎通の向上」「本

人の能力・適性にあった配置」「教育訓練の実施・支援」「面接制度の構築」な

ど行っている。一方、離職理由は、「転職」「仕事の適正」である。 

 今後も離職率の実態を正確に把握し原因を分析し、離職率低下に向けた教育

内容の改善に取り組まなければならない。 

【テーマ２】コロナ禍におけるインターンシップの現状と課題 

【現状】  

今年度は、生徒や企業担当者がコロナの陽性となり急に予定が変更になるな

ど対応もあったが、コロナ禍前に復活の傾向である。また、高校生のインター

ンシップに理解のある企業が増加している。製造業を中心に人材不足の背景が

あると考えられる。林業など、幅広くインターンシップ先が拡がる傾向もみら

れる。 

【課題】 

 家庭で保護者と働くこと(就職)について、コミュニケーション不足であると

感じる例がある。専門学校などの進学を希望し就職を先送り傾向もありインタ

ーンシップに積極的になれない生徒もいる。 

 木材加工などの実習を通して、金属加工以外にも興味や関心持つ生徒のイン

ターンシップ先として林業が追加された。都市部より移動時間の課題が残った。 

※ 上記テーマにつき、各学校や企業等における実態や、現在感じていること、

また、ご所属の団体の関係者等の声など、ご自由に記述ください。 
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高等学校就職問題検討会議（第 32 回）意見交換用様式 

 氏   名    石山 智典         

  所属団体名  全国商業高等学校長協会      

 

【テーマ１】就職活動の現状と翌年度に向けた課題及び早期離職に関する状況

等について 

 本協会が令和４年度中に全国の商業高校を対象に行った調査等では、今年度

の就職活動、就職状況について以下のような特徴があげられる。 

①求人数は増加傾向で、早期に決まることが多い。 

②就職希望者数は減少傾向で、さまざまな場面で卒業生を受け入れて就職を

支えてくれた企業に送る生徒がいないという状況が一部に生まれている。 

③地元志向が強くなり、特に保護者の意向で都市部を敬遠する傾向が一部見

られる。 

④進学希望者は引き続き増加しているが、コロナの影響等により家庭の経済

事情が悪化し進学を断念し就職を希望する生徒が一部に出現している 

⑤生徒が主体的に選ぶというよりも保護者の意向が強くなっている 

⑥商業高校からは引き続き事務系の希望が多いが、一部の地域では事務系の

求人も増加している。 

今後の対策、対応としての以下のような意見がある。 

 ⑦早い段階から就職に目を向けさせることで安易に進学、特に専門学校進学

を回避する。 

⑧創造性や柔軟性、筋道を立てて考える力や資料を読み取る力等を身につけ

させることで、企業の求める人材を育成していく。 

【テーマ２】コロナ禍におけるインターンシップの現状と課題 

 本協会が令和４年度及び３年度に行った調査や本協会が開催した就職問題連

絡協議会における参加企業等からの情報、東京近県の状況等によれば、インタ

ーンシップは企業、学校ともに重要視している。企業側は地域企業や当該企業

の魅力を知り就職に結び付けるため、学校側としては職業意識の醸成や就職の

ミスマッチを避けるためという理由を挙げている。 

 一方で、コロナの影響で実施できていないケースは多い。学校側が自粛する

ケースや企業側が受け入れを断るケースがある。今年度からは規模を縮小する

などにより再開している学校も見受けられる。インターンシップの代替として、

複数の業種の企業から学校に人を集めてクラス別等小グループの講演会を開

催、バス利用による見学会を開催、というケースも見られた。 

 コロナの動向にもよるが、通常通り実施した学校や来年度以降の実施につい

て企業側と合意している学校が一部あることから、コロナ対策の緩和とともに

インターンシップの実施校が増加することが見込まれる。 

※ 上記テーマにつき、各学校や企業等における実態や、現在感じていること、

また、ご所属の団体の関係者等の声など、ご自由に記述ください。 
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高等学校就職問題検討会議（第 32 回）意見交換用様式 

氏   名        木次 愼一  

  所属団体名 全国高等学校長協会家庭部会 

 

【テーマ１】就職活動の現状と翌年度に向けた課題及び早期離職に関する状

況等について 

○コロナ禍における就職活動の現状と課題 

・インターンシップや企業訪問、外部講師による進路研究会等、キャリア教育

の機会が減少したことが、勤労観・職業観の未熟さに繋がっている。 

・オンライン面接など就職試験の形態が変化し、その変化に対応できない生

徒もいる。そこで、実情に応じた指導を一層充実させていく必要がある。 

・学校行事の中止や活動の制限により、自己 PR 材料が不足していた。 

○家庭の専門学科で学んだことを生かせる求人等の状況 

・服飾関係が特に少ない現状である。アパレル販売等の求人はあるものの、縫

製の仕事については、コロナ禍を問わず、求人が少ない状況が続いている。 

ハローワークや地元企業、関係職員とのつながり等から、新たな求人を開拓し

ていく必要がある。 

・調理関係はコロナ禍以前の状況に戻りつつあり、希望の職場への就職内定

者が増えた。 

○早期離職に関する状況 

・家庭の専門学科で学んだ知識や技術を生かせる職種の求人が少ないため、

希望の職種でなかったというミスマッチがその要因の一つと思われる。 

・生徒・教員共に企業の情報不足・理解不足がミスマッチに繋がっている。 

特に、コロナ禍で、キャリア教育の機会が減少したことが影響している。 

・「社会人基礎力」の不足が顕著で、特にコミュニケーション能力が不足して

いるため、職場での人間関係の構築が難しいことに起因するケースもある。 

・本来、進学希望であったものの、経済的な事情で就職せざるをえなかったた

め、勤労意欲が不足していたと思われるケースもある。 

【テーマ２】コロナ禍におけるインターンシップの現状と課題 

・コロナ禍前に近い状況で、医療系、保育系、教育系、食品系の企業(事業所)

にインターンシップ受け入れてもらえる状況にある学校と、依然としてイン

ターンシップ受け入れ企業の少ない学校がある。 

・レストランへのインターンシップに参加した生徒は、職場や働き方につい

て理解がより一層深まり、しっかりと納得した上で就職先を決断できていた。 

・下級生のキャリア教育の一環として、校内での報告会を実施している。 

・キャリア教育上、大変有意義な活動であるので、With コロナの状況にあっ

ても受け入れてもらえる企業において積極的に実施していきたい。 

・学校としても企業との信頼関係を築き、インターンシップの受け入れをお

願いしていきたい。 
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